様式第３号（屋外広告物）

景観づくり計画書
年　　月　　日　

申請者　　住所　　　　　　　　　　　　

氏名　　　　　　　　　　　　

	行為の場所（地名地番）
	小布施町大字　　　　　　　　　　　　　　番地

	景観計画区域の区分
	□雁田山周辺地区　□農村地区　　　　　□集落活性化地区
□町組周辺地区　　□小布施駅周辺地区　□農緑住共存地区

	■配慮すべき景観資源の有無
	区分
	景観資源
	ある場合は具体的な名称
ない場合はなしを記入

	地域の景観構造
	（該当する景観計画区域の区分の景観資源を記入）
	

	界隈や道の固有性
	（該当する景観計画区域の区分の景観資源を記入）
	

	その他個別景観資源
	（該当する景観計画区域の区分の景観資源を記入）
	

	町並みに見られる資源や作法
	（該当する景観計画区域の区分の景観資源を記入）
	




	■景観づくり調査結果等を踏まえ、景観づくりに活かすべき事項（相談者が記入）



	建物等に表示又は設置する広告物等の配慮・工夫点

	ア 設置場所は周囲の景観に配慮するものとする。
① 設置する高さをそろえる。
② 屋上への設置を避ける。
イ 大きさは家並み景観を壊さないようできる限り小さくする。
① 袖看板の軒下から露出する部分は１メートルを限度とする。
② 表示面積は概ね3.3平方メートル以内とする。
③ 大きさを統一し、煩雑さを避ける。
ウ 軒よりも高くならないようにし、地上より概ね５メートル以内とする。
エ 時間の経過とともに味わいが増すよう、できるだけ自然の素材を利用する。
オ 周囲の景観と調和した色彩とする。
① 無彩色又は茶色系の彩度の低い色を基調とする。
② できる限り２色とする。
③ 原色の使用をできるだけ避ける。
カ 動光・点滅を伴うものは避ける。
キ 一つにまとめ、すっきりさせる。
ク 数量はできるだけ少なくし、必要以上の数量としない。
① 袖看板は１企業（商店）道路に面して１基以内とする。
② 自家用に供するもの以外の表示は避ける。
ケ のぼり旗は設置しないようにする。
コ 自動販売機を設置する場合は、店舗等に付置し側面を覆う等周囲の景観を損なわないよう配慮する。

	■配慮又は工夫した事項（相談者が記入）

	設置、位置
	

	大きさ
	

	高さ
	

	素材
	

	色彩
	

	数量他
	

	屋外に表示又は設置する広告物等の配慮・工夫点

	ア 設置場所は周囲の景観に配慮するものとする。
① 設置する高さをそろえる。
② 広告物の周囲を緑化する。
イ 大きさは周囲の景観を壊さないようできる限り小さくする。
① 表示面積は概ね3.3平方メートル以内とする。
② 大きさを統一し、煩雑さを避ける。
ウ 高さは、地上より概ね５メートル以内とする。
エ 時間の経過とともに味わいが増すよう、できるだけ自然の素材を利用する。
オ 周囲の景観と調和した色彩とする。
① 無彩色又は茶色系の彩度の低い色を基調とする。
② できる限り２色とする。
③ 原色の使用をできるだけ避ける。
カ 動光・点滅を伴うものは避ける。
キ 一つにまとめ、すっきりさせる。
ク 数量はできるだけ少なくし、必要以上の数量としない。
① 独立看板はできるだけ設置しないようにする。
ケ のぼり旗は設置しないようにする。
コ 道路を通過する者を対象とした自動販売機は設置しないようにする。

	■配慮又は工夫した事項（相談者が記入）

	設置、位置
	

	大きさ
	

	高さ
	

	素材
	

	色彩
	

	数量他
	



